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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粉末サンプルを測定するための回折計であって、
　前記粉末サンプルを保持するためのサンプルステージ、
　Ｘ線ビームを放出するためのＸ線源、
　前記サンプルステージで６０μｍ未満のスポット幅を有するように前記サンプルステー
ジに向かって回折表面に対して５°未満のグレージング射出角度で単色のＸ線ビームを回
折させるように配置された前記回折表面を有するモノクロメータ結晶、
　複数の回折角で同時に前記粉末サンプルから回折させられたＸ線の強度を測定するため
の少なくとも一つ検出器結晶、及び、
　前記測定されたＸ線からの回折パターンを計算するための処理する手段
を備える、回折計。
【請求項２】
　請求項１に記載の回折計において、
　前記又は各々の検出器結晶は、前記サンプルステージから３００ｍｍ以下に配置される
、回折計。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の回折計において、
　前記モノクロメータ結晶は、０．００５°から０．０２°までの角度発散で前記サンプ
ルに入射する前記単色のＸ線ビームを回折させるように配置される、回折計。
【請求項４】
　請求項１、２、又は３に記載の回折計であって、
　さらに、前記モノクロメータ結晶に向かって前記Ｘ線源からの前記Ｘ線ビームを向ける
ように配置された放物面鏡を備える、回折計。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれかに記載の回折計において、
　前記又は各々の検出器結晶は、平面のものである、回折計。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれかに記載の回折計において、
　前記サンプルステージは、前記粉末サンプルの薄層を接着するための接着材料の取り付
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ける表面を有する、回折計。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれかに記載の回折計であって、
　複数の検出器結晶を備えると共に、
　前記検出器結晶は、モノクロメータからの前記単色のＸ線ビームの線に沿って前記サン
プルステージを通過する線の交互の側に配置される、回折計。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれかに記載の回折計であって、
　さらに、データ収集の間に前記サンプルステージで前記サンプルステージを移動させる
ための手段を備えると共に、
　前記処理する手段は、測定がなされる間に前記測定されたＸ線強度を処理すると共に、
十分なデータが収集されてしまったときには前記データ収集を停止するように適合させら
れる、回折計。
【請求項９】
　回折測定をするための方法であって、
　サンプルステージに粉末サンプルを取り付けること、
　前記サンプルステージで６０μｍ未満のスポット幅を有するように前記サンプルステー
ジに向かって回折表面に対して５°未満のグレージング射出角度で単色のＸ線ビームを回
折させるように配置された前記回折表面を有するモノクロメータ結晶へとＸ線源からＸ線
ビームを放出すること、
　少なくとも一つの検出器結晶を使用することで複数の回折角で同時に前記粉末サンプル
を通過すると共に前記粉末サンプルから回折させられたＸ線の強度を測定すること、及び
、
　前記測定されたＸ線から回折パターンを計算すること
を備える、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、
　前記検出器結晶は、前記サンプルステージから３００ｍｍ以下に配置される、方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の方法において、
　前記モノクロメータ結晶は、０．００５°から０．０２°までの角度発散を有するよう
に前記サンプルに入射する前記単色のＸ線ビームを回折させるように配置される、方法。
【請求項１２】
　請求項９、１０、又は１１に記載の方法において、
　前記粉末サンプルは、１０μｍを超えるものではない厚さを有する、方法。
【請求項１３】
　請求項９から１２までのいずれかに記載の方法であって、
　前記サンプルステージにおける接着材料の取り付ける表面に前記粉末サンプルを取り付
けることを含む、方法。
【請求項１４】
　請求項９から１３のいずれかに記載の方法であって、
　モノクロメーターから前記サンプルまでの前記単色のＸ線ビームの線に沿って前記サン
プルを通過する線の交互の側に配置された複数の検出器結晶を使用することで前記強度を
測定することを備える、方法。
【請求項１５】
　請求項９から１４までのいずれかに記載の方法であって、
　さらに、データ収集の間に前記サンプルステージを移動させることを備える、方法。
【請求項１６】
　請求項９から１５までのいずれかに記載の方法であって、
　さらに、測定がなされている間に前記測定されたＸ線の強度を処理すること、及び、十
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分なデータが収集されてしまったときには前記データ収集を停止することを備える、方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　当業者であれば、示された構成及び配置の変更等が可能である。特に本発明者は、放物
面鏡が省略され、かつ優れた結果が得られる、ということを見出した。
　［付記］
　付記（１）：
　粉末サンプル測定のための回折装置であり、前記回折装置は：
　　前記粉末サンプルを保持するためのサンプル台；
　　Ｘ線ビームを放射するＸ線源；
　　単色化結晶であり、回折表面を持ち、前記回折表面が単色化Ｘ線ビームを前記回折表
面へ５°未満のグレージング放出角度で前記サンプル台へ回折し、前記サンプル台で６０
μｍ未満のスポット幅を持つように設けられる、単色化結晶；
　　少なくとも１つの検出装置結晶であり、前記粉末サンプルからの回折されたＸ線強度
を、複数の回折角度で同時に測定するための検出装置結晶；及び
　　前記測定されたＸ線からの回折パターンを計算するための処理手段を含む、回折装置
。
　付記（２）：
　付記（１）に記載の回折装置であり、前記それぞれの検出装置結晶が、前記サンプル台
から３００ｍｍ以下に設けられる、回折装置。
　付記（３）：
　付記（１）又は（２）のいずれか一つに記載の回折装置であり、前記単色化結晶が、前
記単色化Ｘ線ビームを０．００５°から０．０２°の広がり角で前記サンプル上に入射さ
せるように設けられる、回折装置。
　付記（４）：
　付記（１）乃至（３）のいずれか一つに記載の回折装置であり、さらに放物面鏡を含み
、前記ミラーは、Ｘ線源からのＸ線ビームを単色化結晶へ方向付ける、回折装置。
　付記（５）：
　付記（１）乃至（４）のいずれか一つに記載の回折装置であり、前記それぞれの検出装
置結晶が平面上である、回折装置。
　付記（６）：
　付記（１）乃至（５）のいずれか一つに記載の回折装置であり、前記サンプル台が前記
粉末サンプルの薄層を接着するための接着材料の配置表面を含む、回折装置。
　付記（７）：
　付記（１）乃至（６）のいずれか一つに記載の回折装置であり、複数の検出装置結晶を
含み、前記検出装置結晶が前記単色化結晶からの前記単色化Ｘ線ビームの線に沿って前記
サンプル台を通過する線の交互の側に設けられる、回折装置。
　付記（８）：
　付記（１）乃至（７）のいずれか一つに記載の回折装置であり、さらに、データ収集の
間に前記サンプル台で前記サンプルを移動させる手段を含み；前記処理手段が、測定がな
されている間はＸ線強度を処理し、十分なデータが収集された場合にはデータ収集を停止
するように適合される、回折装置。
　付記（９）：
　回折測定方法であり、前記方法は：
　　サンプル台に粉末サンプルを配置し；
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　　Ｘ線源からＸ線ビームを単色化結晶へ放射し、前記単色化結晶は回折表面を持ち、前
記回折表面が単色化Ｘ線ビームを前記回折表面へ５°未満のグレージング放出角度で前記
サンプル台へ回折し、前記サンプル台で６０μｍ未満のスポット幅を持つように設けられ
；
　　前記粉末サンプルを通過して回折されるＸ線の強度を、少なくとも１つの検出装置結
晶を用いて複数の回折角で同時に測定し；及び
　　前記測定されたＸ線から回折パターンを計算する、方法。
　付記（１０）：
　付記（９）に記載の方法であり、前記検出装置結晶が前記サンプル台から３００ｍｍ以
下に配置される、方法。
　付記（１１）：
　付記（９）又は（１０）のいずれか一つに記載の方位であり、前記単色化結晶が、前記
単色化Ｘ線ビームを０．００５°から０．０２°の広がり角で前記サンプル上に入射させ
るように設けられる、方法。
　付記（１２）：
　付記（９）乃至（１１）のいずれか一つに記載の方法であり、前記粉末サンプルが、１
０μｍ未満の厚さである、方法。
　付記（１３）：
　付記（９）乃至（１２）のいずれか一つに記載の方法であり、前記粉末サンプルを、前
記サンプル台上の接着材料の表面に配置する、方法。
　付記（１４）：
　付記（９）乃至（１３）のいずれか一つに記載の方法であり、前記単色化結晶から前記
サンプルへの単色化Ｘ線ビームの線に沿ってサンプルを通過する線の交互の側に設けられ
る複数の検出装置結晶を用いて強度を測定することを含む、方法。
　付記（１５）：
　付記（９）乃至（１４）のいずれか一つに記載の方法であり、さらに、データ収集の間
に、前記サンプル台を移動させることを含む、方法。
　付記（１６）：
　付記（９）乃至（１５）のいずれか一つに記載の方法であり、さらに、データ収集の間
に前記サンプル台で前記サンプルを移動させる手段を含み；前記処理手段が、測定がなさ
れている間はＸ線強度を処理し、十分なデータが収集された場合にはデータ収集を停止す
ることを含む、方法。
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